
大阪市生野区マスコットキャラクター使用取扱要領 

 

（趣旨） 

第 1条 この要領は、生野区のマスコットキャラクター「いくみん」（以下「キャラクタ

ー」という。）を生野区役所（以下「区役所」という。）以外が使用する場合の取扱いに関

し、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第 2条 この要領のキャラクターとは、別表に示すデザインのことをいう。 

 

（使用承認の申請） 

第 3条 キャラクターを使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ

生野区マスコットキャラクター使用承認申請書（様式 1）に次の書類を添えて、生野区長

（以下「区長」という。）に申請し、承認を受けなければならない。 

（1）申請者の事業内容がわかる資料等 

（2）キャラクターの使用状況がわかる完成見本等 

（3）その他区長が必要と認める書類 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、承認の手続きを必要としない。

ただし、区長が必要であると認める場合は、使用方法等に条件を付すことができる。 

（1）大阪市、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が使用するとき 

（2）地域まちづくり協議会及びその加入団体が使用するとき 

（3）区役所との共催、又は、後援、協賛若しくは協力の承認を受けた事業で使用すると

き 

（4）区役所と連携協定を結んでいる企業等が当該協定の範囲内の活動で使用するとき 

（5）報道機関が報道の目的で使用するとき 

（6）前項に基づき区長から承認を受けてキャラクターを使用した物品等について、当該

物品に関連した広告又は宣伝に使用するとき 

（7）その他承認の手続きを必要としないと区長が認めたとき 

3 デザインデータ等を加工し、新たなデザインを作成する場合は、前項の規定にかかわ

らず、第 3条第 1項のとおり区長に申請し、承認を受けなければならない。 

 

（使用承認） 

第 4条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場

合を除き、キャラクターの使用を承認する。 

（1）法令や公序良俗に反するおそれがあるとき 

（2）特定の政治活動又は宗教活動等に利用されるおそれがあるとき 



（3）特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあるとき 

（4）生野区及びキャラクターのイメージを損なうおそれがあるとき 

（5）区役所が推奨しているものであると誤認されるおそれがあるとき 

（6）キャラクターを使用した物品等が、区役所が製造又は販売するものであると誤認さ

れるおそれがあるとき 

（7）前各号に掲げる場合のほか、キャラクターの使用を不適当と認めるとき 

2 区長は、前項の規定に基づき使用承認した場合においては、生野区マスコットキャラ

クター使用承認通知書（様式 3）により、申請者に通知する。 

なお、使用承認をしなかった場合においては、生野区マスコットキャラクター使用不承認

通知書（様式 5）により、申請者に通知する。 

3 区長は、使用承認にあたって、使用方法等に条件を付すことができる。 

 

（使用上の遵守事項） 

第 5条 キャラクターを使用する者（以下「使用者」という。）は、次の事項を遵守しな

ければならない。 

（1）生野区のマスコットキャラクターであることを明示すること 

（2）物品又はパッケージ及び当該物品の広告物等に付されたキャラクターの周辺、その

他適切な位置に「生野区マスコットキャラクター いくみん」と表示すること 

（3）キャラクターのイメージを損なうような使用をしないこと 

（4）承認された用途のみに使用し、区長の指示する条件に従うこと 

（5）使用者は、これを第三者に譲渡又は転貸しないこと 

（6）新たなデザインのデータについては、作成者等に了解を得たうえで、可能な限り区役

所に提供すること 

 

（使用料） 

第 6条 キャラクターの使用料については無償とする。 

 

（承認の期間） 

第 7条 使用承認する期間は、使用承認した日の属する年度末までとする。翌年度も引き

続き使用する場合は、再申請を必要とする。ただし、区長が必要でないと認めた場合は、

再申請の手続きを省略することができる。 

 

（承認内容の変更申請） 

第 8条 キャラクターの使用承認を受けた者が承認された内容について変更しようとする

時は、あらかじめ生野区マスコットキャラクター使用承認内容変更申請書（様式 2）に区

長が必要と認める書類を添えて、区長に申請し、承認を受けなければならない。 



2 区長は、前項の規定に基づき変更承認した場合においては、生野区マスコットキャラ

クター使用承認内容変更通知書（様式 4）により、通知する。なお、変更承認をしなかっ

た場合においては、生野区マスコットキャラクター使用不承認通知書（様式 5）により、

通知する。 

 

（使用承認の取消） 

第 9条 区長は、キャラクターの使用がこの要領及び承認の内容に反すると認めるときの

ほか、やむを得ない事情によりキャラクターの使用ができなくなったときは、その理由を

付したうえで、当該キャラクターの使用承認を取消すことができる。 

2 前項の承認の取消は、生野区マスコットキャラクター使用承認取消通知書（様式 6）に

より通知する。 

3 第 1項の規定により承認を取消された者は、当該承認により作成された物品等をいか

なる場合であっても使用してはならない。 

4 承認を取消されたことにより生じた損失について、区役所は一切の責任を負わない。 

 

（権利設定の禁止） 

第 10 条 使用者は、商標法（昭和 34年法律第 127 号）による商標登録、著作権法（昭和

45年法律第 48 号）による著作権登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登

録してはならない。 

 

（使用の非独占性） 

第 11 条 この要領による使用承認は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してデ

ザイン等を使用する権利を付与するものではない。 

 

（経費等の負担） 

第 12 条 区役所は、この要領による使用承認の申請に要した費用及び使用にかかる経費

又は役務を負担しない。 

 

（使用者の物品等に対する責任） 

第 13 条 キャラクターを使用した物品等の安全性、品質等については、すべて使用者が

責任を負い、区役所に対し何ら迷惑をかけないものとする。 

 

（損失補償等の責任） 

第 14 条 区役所は、キャラクターの使用を承認したことに起因する損失補償等につい

て、一切の責任を負わない。 

2 使用者は、キャラクターを使用した物品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合



は、これに対し全責任を負い、区役所に迷惑を及ぼさないよう処理するものとする。 

3 使用者は、キャラクターの使用に際して故意又は過失により区に損害を与えた場合は、

これによって生じた損害を区役所に賠償しなければならない。 

 

（補足） 

第 15 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

1 この要領は、平成 25年 12 月 16 日から施行する。 

 （「『いくみん』キャラクター等の使用について」の廃止） 

2 この要領の制定に伴い、「『いくみん』キャラクター等の使用について」は廃止する。 

 

附 則 

この要領は、令和 3年 3月 10 日から施行する。 



別表 

〔使用可能なイラスト一覧〕 

 こちらに示したイラスト以外の新しいイラストを作成・使用される場合は、

事前にお申し出いただき、区長への確認をとることが必要となります。 

 

 

【基本バージョン】 

           

 （いくみん）  （うきうき）   （え～ん）   （お願い）  （困った） 

           

  （怒り）   （お昼寝）  （見返り美人）   （左向き）  （右向き） 

     

（ガ～ン）     （お便り）    （考え中）   （イメージ） 

   
  （ご案内）    （ＰＣいくみん）    （ラブ）    （キッズ隊員） 

      

（カメラ１）   （カメラ２） 

 

 

 

 



【夏バージョン】 

   

  （縁日）     （お昼寝）     （きもだめし）     （宿題） 

    

 （虫取り）     （すいか）    （ひまわり）    （ラジオ体操） 

      

  （飯ごう）     （うきわ）     （浴衣）     （雨降り１） 

   

 （雨降り２）   （遠足） 

 

【冬バージョン】 

       

   （こたつ）   （風邪引き）    （いっぷく１） （いっぷく２）    

   

   （雪だるま）      （お掃除）  （やきいも）   （クリーン） 



    

（お好み焼きロゴ）  （あみもの） 

 

 

【健康衛生バージョン】 

  

（うがい１）   （うがい２）  （マスク１）  （マスク２）  （食事） 

     

 （手洗い１）   （手洗い２）   （歯磨き）  （おじいちゃんいくみん） 

       

   （お風呂）       （おさんぽ）    

 

 

【記念日バージョン】 

    

（新年ごあいさつ） （今年モーよろしく）  （もちつき）  （かがみもち） 



    

 （かさまわし）  （バレンタイン） （セントパトリック）   （サンタ） 

  

  （ハロウィン）    （クリスマス）     （入学）    （スーツ） 

        

（チョゴリ１） （チョゴリ２）   （着物）      （七夕） 

  

   （お月見） 

 

 

【市民活動バージョン】 

    

    （緑化）      （お好み焼き）   （応援団）   （よさこい 桃） 

     

（よさこい 黒）   （防災）    （ペンキ塗り）     （福祉） 



     

   （環境美化）     （子育て）  （アンケート）     （探索） 

           

（取材 マイク）  （取材 メモ１） （取材 メモ２） 

 

 

【芸術バージョン】 

    

（いくみんパン） （いくみん博士）  （いくみん画伯）  （ふうせん） 

      

   （お絵かき）    （指揮者）    （読書）      （囲碁） 

     

   （ギター）       （人形劇）       （あみもの） 

 

 

【スポーツバージョン】 

   

   （ラン）    （高跳び）   （ハンマー投げ）  （ハードル） 



    

 （スキューバー） （ハンカチいくみん）   （バッター）  （ピッチャー） 

      

  （遠足）    （スキー）     （凧揚げ 正面）  （凧揚げ 横） 

  

 （三輪車 前） （三輪車 横）  （三輪車 後ろ）   （スリーアイズ） 

 

 

【パーティーバージョン】 

    

（乾杯）   （クラッカー）     （天使）    （小悪魔） 

     

（クッキング）   （ロケット）   （ロビンフッド）  （パイレーツ） 



  

（マタドール）  （シャボン玉） 

 

 

【お仕事バージョン】 

     

（お好み焼き屋さん）   （お寿司屋さん）     （郵便屋さん） 

 

 （お風呂屋さん） 

 

 

 


